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（
看
護
師
及
び
介
護
福
祉
士
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
と

の
間
の
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
二
千
八
年
十
二
月
二
十
五
日
に
署
名
さ
れ
、
二
千
九
年
十
月
一
日
に
効
力

を
生
じ
た
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
Ｊ
Ｖ
Ｅ
Ｐ
Ａ
」
と
い

う
。
）
第
七
十
九
条
及
び
附
属
書
七
第
一
部
Ｂ
の
規
定
に
従
い
日
本
国
政
府
の
代
表
者
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
（
以
下

「
ベ
ト
ナ
ム
」
と
い
う
。
）
政
府
の
代
表
者
と
の
間
で
行
わ
れ
た
最
近
の
協
議
に
言
及
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、

更
に
、
次
の
取
極
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

Ⅰ

日
本
国
に
お
い
て
看
護
師
若
し
く
は
介
護
福
祉
士
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
又
は
こ
れ
に
関
連
す
る
活
動
に

従
事
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在

１

附
属
書
一
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
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ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
２
に
定
め
る
期
間
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ

る
。

国
家
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
看
護
師
（
以
下
「
日
本
国
の
看
護
師
」
と
い
う
。
）
と

(a)
し
て
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
次
の

及
び

の
活
動

(i)

(ii)

の
活
動
の
た
め
の
準
備
の
課
程
を
履
修
す
る
活
動

(i)

(ii)病
院
に
お
け
る
日
本
国
の
看
護
師
の
監
督
の
下
で
の
研
修
を
通
じ
た
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
す
る
活
動
。
た

(ii)
だ
し
、
当
該
活
動
が
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
当
該
病
院
を
設
立
し
て
い
る
日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
（
11
(a)
(i)

に
規
定
す
る
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
が
紹
介
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
の
間
の
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

国
家
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
介
護
福
祉
士
（
以
下
「
日
本
国
の
介
護
福
祉
士
」
と
い

(b)
う
。
）
と
し
て
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
次
の

及
び

の
活
動

(i)

(ii)

の
活
動
の
た
め
の
準
備
の
課
程
を
履
修
す
る
活
動

(i)

(ii)介
護
施
設
に
お
け
る
日
本
国
の
介
護
福
祉
士
の
監
督
の
下
で
の
研
修
を
通
じ
た
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
す
る

(ii)
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活
動
。
た
だ
し
、
当
該
活
動
が
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
当
該
介
護
施
設
を
設
立
し
て
い
る
日
本
国
に
あ
る
公
私
の

機
関
（

に
規
定
す
る
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
が
紹
介
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
の
間
の
雇
用
契
約
に
基

11
(a)
(i)

づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

国
家
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
国
の
介
護
福
祉
士
と
し
て
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
次
の

(c)

(i)

及
び

の
活
動

(ii)
の
活
動
の
た
め
の
準
備
の
課
程
を
履
修
す
る
活
動

(i)

(ii)日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
（

に
規
定
す
る
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
が

(ii)

11
(a)
(i)

紹
介
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
日
本
国
の
介
護
福
祉
士
の
養
成
の
た
め
の
施
設
に
お
け
る
養
成
を

通
じ
た
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
す
る
活
動
。
た
だ
し
、
当
該
活
動
が
当
該
養
成
の
た
め
の
施
設
へ
の
入
学
の
許

可
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
及
び
当
該
養
成
の
た
め
の
施
設
に
お
け
る
養
成
の
課
程
の
期
間
が
四
年
を
超
え
な
い
こ

と
を
条
件
と
す
る
。

注
釈

日
本
国
政
府
は
、

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
活
動
に
つ
い
て
、
様
式
そ
の
他
の
関
連
す
る
情
報
を
ベ
ト
ナ
ム
政

(a)

(c)

府
に
対
し
通
報
す
る
。
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２

１
に
規
定
す
る
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
政
府
は
、
一
年
間
の
滞
在
を
許
可
す
る
。
こ
の
期
間

は
、

１

の
場
合
に
は
、
一
年
ず
つ
二
回
に
限
り
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(a)

(a)
１

の
場
合
に
は
、
一
年
ず
つ
三
回
に
限
り
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(b)

(b)
１

の
場
合
に
は
、
１

に
規
定
す
る
養
成
の
た
め
の
施
設
に
お
け
る
養
成
の
課
程
の
修
了
の
た
め
に
必
要
な
期
間

(c)

(c)

(c)
(ii)

ま
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

次
の
い
ず
れ
か
の
期
間
に
国
家
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
国
の
看
護
師
と
し
て
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
ベ
ト

(a)
ナ
ム
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
と
の
間
の
雇
用
契

約
に
基
づ
い
て
日
本
国
の
看
護
師
と
し
て
業
務
に
従
事
す
る
た
め
、
三
年
ま
で
の
期
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

１

の
規
定
に
基
づ
く
一
時
的
な
滞
在
の
間

(i)

(a)
１

の
規
定
に
基
づ
く
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
日
本
国
の
看
護
師
と
し
て
の
資
格
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
後
の
期
間

(ii)

(a)

次
の
い
ず
れ
か
の
期
間
に
国
家
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
国
の
介
護
福
祉
士
と
し
て
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た

(b)
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ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
と
の
間
の
雇

用
契
約
に
基
づ
い
て
日
本
国
の
介
護
福
祉
士
と
し
て
業
務
に
従
事
す
る
た
め
、
三
年
ま
で
の
期
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

１

又
は
１

の
規
定
に
基
づ
く
一
時
的
な
滞
在
の
間

(i)

(b)

(c)

１

又
は
１

の
規
定
に
基
づ
く
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
日
本
国
の
介
護
福
祉
士
と
し
て
の
資
格
が
与
え
ら
れ
な

(ii)

(b)

(c)

か
っ
た
後
の
期
間

注
釈

こ
の
３
の
規
定
に
基
づ
き
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、

若
し
く
は

の
規

(a)
(i)

(b)
(i)

定
に
該
当
し
、
か
つ
、
再
入
国
の
許
可
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
日
本
国
を
出
国
し
た
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
又
は
(a)
(ii)

若
し
く
は

の
規
定
に
該
当
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
は
、
日
本
国
へ
の
入
国
に
際
し
、
次
の

及
び

の
条
件

(b)
(ii)

(a)

(b)

を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
調
整
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
募
集
過
程
を
経
た
者
で
あ
る
こ

(a)

11
(b)
(i)

と
。日

本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
（

に
規
定
す
る
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
が
紹
介
し
た
も
の
に
限

(b)

11
(a)
(i)
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る
。
）
と
の
間
の
雇
用
契
約
を
締
結
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

４

１

に
規
定
す
る
病
院
、
研
修
、
日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
及
び
雇
用
契
約
、
１

に
規
定
す
る
介
護
施
設
、
研

(a)
(ii)

(b)
(ii)

修
、
日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
及
び
雇
用
契
約
、
１

に
規
定
す
る
養
成
の
た
め
の
施
設
、
養
成
及
び
日
本
国
に
あ
る

(c)
(ii)

公
私
の
機
関
並
び
に
３
に
規
定
す
る
日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
及
び
雇
用
契
約
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
政
府
が
ベ
ト
ナ
ム

政
府
に
対
し
通
報
す
る
条
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

５

１
又
は
３
の
規
定
に
基
づ
き
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
の
日
本
国
へ
の
入
国
に
際

し
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
、
当
該
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
に
関
す
る
情
報
、
１

、
１

、
３

若
し
く
は
３

に
規
定
す

(a)
(ii)

(b)
(ii)

(a)

(b)

る
日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
又
は
１

に
規
定
す
る
養
成
の
た
め
の
施
設
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
日
本
国
政
府
が
要

(c)
(ii)

求
す
る
他
の
必
要
な
情
報
を
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
、
日
本
国
政
府
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
。

Ⅱ

ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
看
護
師
若
し
く
は
介
護
福
祉
士
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
又
は
こ
れ
に
関
連
す
る
活
動

に
従
事
す
る
日
本
国
の
自
然
人
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在

６

附
属
書
二
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
日
本
国
の
自
然
人
で
あ
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
ベ
ト
ナ

ム
の
法
令
に
基
づ
く
看
護
師
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
に
あ
る
病
院
（

に
規
定
す

11
(b)
(ii)
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る
ベ
ト
ナ
ム
の
調
整
の
た
め
の
機
関
が
紹
介
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
の
法
令
に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
た

看
護
師
の
監
督
の
下
で
の
研
修
を
通
じ
た
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
す
る
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
一
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
一
回
に
限
り
一
年
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的

な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
活
動
が
当
該
病
院
と
の
間
の
ベ
ト
ナ
ム
の
法
令
に
基
づ
く
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

７

６
の
規
定
に
基
づ
く
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
ベ
ト
ナ
ム
の
法
令
に
基
づ
き
看
護
師
と
し
て
認
定
さ
れ
た
日
本
国
の
自
然
人

に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
ベ
ト
ナ
ム
に
あ
る
医
療
機
関
と
の
間
の
ベ
ト
ナ
ム
の
法
令
に
基

づ
く
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
ベ
ト
ナ
ム
の
法
令
上
の
看
護
師
と
し
て
業
務
に
従
事
す
る
た
め
、
三
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更

新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

注
釈

こ
の
７
の
規
定
に
基
づ
き
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
規
定
に
該
当
し
、
か

つ
、
再
入
国
の
許
可
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
ベ
ト
ナ
ム
を
出
国
し
た
日
本
国
の
自
然
人
は
、
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
入
国
に

際
し
、
次
の

及
び

の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

(a)

(b)

に
規
定
す
る
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
募
集
過
程
を
経
た
者
で
あ
る
こ

(a)

11
(a)
(ii)
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と
。ベ

ト
ナ
ム
に
あ
る
医
療
機
関
（

に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
調
整
の
た
め
の
機
関
が
紹
介
し
た
も
の
に
限

(b)

11
(b)
(ii)

る
。
）
と
の
間
の
ベ
ト
ナ
ム
の
法
令
に
基
づ
く
雇
用
契
約
を
締
結
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

８

６
に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
に
あ
る
病
院
、
研
修
及
び
雇
用
契
約
並
び
に
７
に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
に
あ
る
医
療
機
関
及
び

雇
用
契
約
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
日
本
国
政
府
に
対
し
通
報
す
る
条
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

９

６
又
は
７
の
規
定
に
基
づ
き
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
さ
れ
る
日
本
国
の
自
然
人
の
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
入
国
に
際

し
、
日
本
国
政
府
は
、
当
該
日
本
国
の
自
然
人
に
関
す
る
情
報
、
６
に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
に
あ
る
病
院
又
は
７
に
規
定
す

る
ベ
ト
ナ
ム
に
あ
る
医
療
機
関
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
要
求
す
る
他
の
必
要
な
情
報
を
、
外
交
上
の
経

路
を
通
じ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
。

日
本
国
の
介
護
福
祉
士
に
相
当
す
る
資
格
が
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
設
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
、
日
本
国

10
政
府
と
協
議
を
行
う
。

Ⅲ

一
般
条
項

日
本
国
政
府
は
、
次
の

及
び

に
規
定
す
る
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
を
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
対
し
通
報
す
る
。

11
(a)

(i)

(ii)
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１
又
は
３
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
の

(i)
自
然
人
の
受
入
れ
に
関
す
る
一
の
調
整
の
た
め
の
機
関

６
又
は
７
の
規
定
に
基
づ
き
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
入
国
及
び
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
さ
れ
る
日
本
国

(ii)
の
自
然
人
の
送
出
し
に
関
す
る
一
の
調
整
の
た
め
の
機
関

注
釈

日
本
国
政
府
は
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
対
し
、

及
び

に
規
定
す
る
調
整
の
た
め
の
機
関
と
し
て
単
一
の
機
関

(i)

(ii)

を
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
、
次
の

及
び

に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
調
整
の
た
め
の
機
関
を
日
本
国
政
府
に
対
し
通
報
す

(b)

(i)

(ii)

る
。

に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
の
送
出
し
に
関
す
る
一
の
調
整
の
た
め
の
機
関

(i)

(a)
(i)

に
規
定
す
る
日
本
国
の
自
然
人
の
受
入
れ
に
関
す
る
一
の
調
整
の
た
め
の
機
関

(ii)

(a)
(ii)

注
釈

ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
、
日
本
国
政
府
に
対
し
、

及
び

に
規
定
す
る
調
整
の
た
め
の
機
関
と
し
て
単
一
の
機
関

(i)

(ii)

を
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
政
府
は
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
。

(c)
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に
規
定
す
る
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
と

に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
調
整
の
た
め
の
機
関
と
の
間

(i)

(a)
(i)

(b)
(i)

で
、
当
該
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
が

に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
を
１

、
１

、
１

、

(a)
(i)

(a)
(ii)

(b)
(ii)

(c)
(ii)

３

又
は
３

に
規
定
す
る
日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
に
紹
介
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

(a)

(b)

に
規
定
す
る
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
と

に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
調
整
の
た
め
の
機
関
と
の
間

(ii)

(a)
(ii)

(b)
(ii)

で
、
当
該
ベ
ト
ナ
ム
の
調
整
の
た
め
の
機
関
が

に
規
定
す
る
日
本
国
の
自
然
人
を
６
に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
に
あ

(a)
(ii)

る
病
院
又
は
７
に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
に
あ
る
医
療
機
関
に
紹
介
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

各
締
約
国
の
政
府
は
、

又
は

に
規
定
す
る
自
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
が
、
自
国
の
関
連
す
る
政
府
当
局
に
よ
る

(d)

(a)

(b)

許
可
そ
の
他
の
自
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
の
要
件
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
確
保
す
る
。

一
方
の
締
約
国
の
政
府
は
、
次
の

又
は

に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
き
自
国
へ
の
入
国
及
び
自
国
に
お
け
る
一
時
的
な

12
(a)

(i)

(ii)

滞
在
を
許
可
さ
れ
る
他
方
の
締
約
国
の
自
然
人
の
年
間
の
最
大
人
数
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
政
府
が
日
本
国
政
府
で
あ
る
場
合
に
は
、
１
の
規
定

(i)

当
該
政
府
が
ベ
ト
ナ
ム
政
府
で
あ
る
場
合
に
は
、
６
の
規
定

(ii)
一
方
の
締
約
国
の
政
府
は
、
こ
の
取
極
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
許
可
に
基
づ
き
自
国
に
滞
在
す
る
他
方

(b)
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の
締
約
国
の
自
然
人
の
最
大
人
数
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
の
締
約
国
の
政
府
は
、
自
国
の
社
会
又
は
労
働
市
場
に
重
大
な
損
害
を
与
え
、
又
は
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

(c)
に
は
、

又
は

に
規
定
す
る
人
数
に
関
し
て
必
要
と
認
め
る
他
の
決
定
（
こ
の
取
極
に
基
づ
く
約
束
の
実
施
の
一
時
的

(a)

(b)

な
停
止
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
の
締
約
国
の
政
府
は
、

、

又
は

の
規
定
に
従
っ
て
行
う
決
定
を
、
当
該
決
定
の
実
施
の
前
に
他
方
の
締
約

(d)

(a)

(b)

(c)

国
の
政
府
に
対
し
通
報
す
る
。
一
方
の
締
約
国
の
政
府
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
決
定
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
通
報
の

(c)

時
と
当
該
決
定
が
実
施
さ
れ
る
時
と
の
間
に
九
十
日
の
期
間
を
置
く
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
迅
速
な
か
つ
相
互
に
満
足

す
べ
き
解
決
を
得
る
た
め
に
、
そ
の
通
報
の
後
遅
滞
な
く
他
方
の
締
約
国
の
政
府
と
協
議
を
開
始
す
る
よ
う
努
め
る
。

一
方
の
締
約
国
の
政
府
は
、
こ
の
取
極
に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
求
め
る
他
方
の
締
約

13
(a)

国
の
自
然
人
に
対
し
、
入
国
前
に
、
適
当
な
査
証
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
及
び
必
要
な
場
合
に
は
当
該
一
方
の
締
約

国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
関
係
す
る
就
労
許
可
そ
の
他
当
該
一
方
の
締
約
国
の
政
府
が
要
求
す
る
必
要

な
文
書
を
取
得
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
の
締
約
国
の
政
府
は
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
適
用
さ
れ
る
自
然
人
の
移
動
に
関
す
る
自
国
の
法
令
に
従
わ

(b)
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な
い
他
方
の
締
約
国
の
自
然
人
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
拒
否
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

両
政
府
は
、
こ
の
取
極
の
実
施
の
た
め
に
相
互
に
協
力
し
、
及
び
協
議
す
る
。
そ
の
よ
う
な
協
力
及
び
協
議
は
、
両
政
府

14
の
相
互
の
同
意
に
よ
り
、
Ｊ
Ｖ
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
い
て
開
催
さ
れ
る
自
然
人
の
移
動
に
関
す
る
小
委
員
会
の
会
合
の
機
会
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

両
政
府
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
政
府
が
提
起
し
た
問
題
に
取
り
組
み
、
及
び
こ
の
取
極
の
実
施
の
効
果
を
高
め
る
た
め
、

15
こ
の
取
極
に
基
づ
く
最
初
の
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
の
日
本
国
へ
の
入
国
の
日
の
五
年
後
に
一
般
的
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と

し
、
そ
の
後
に
お
い
て
は
五
年
ご
と
に
行
う
。

こ
の
取
極
は
、
両
政
府
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

16

こ
の
取
極
は
、
各
締
約
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。

17

附
属
書
一
及
び
附
属
書
二
は
、
こ
の
取
極
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

18

こ
の
取
極
の
適
用
上
、

19

「
締
約
国
」
と
は
、
日
本
国
又
は
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
を
い
う
。

(a)

「
締
約
国
の
自
然
人
」
と
は
、
締
約
国
内
に
居
住
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
当
該
締
約
国
の
法
律
の
下
で
当
該
締

(b)
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約
国
の
国
民
で
あ
る
自
然
人
を
い
う
。

本
大
臣
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
取
極
を
確
認
す
る
閣
下
の
返
簡

が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
合
意
が
閣
下
の
返
簡
の
日
付
の
日
の
後
六
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
じ
、

い
ず
れ
か
一
方
の
政
府
に
よ
る
書
面
に
よ
る
終
了
の
通
告
の
受
領
の
日
の
後
六
箇
月
が
経
過
す
る
時
ま
で
効
力
を
有
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
二
年
四
月
十
七
日
に
東
京
で

日
本
国
外
務
大
臣

玄
葉
光
一
郎

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

商
工
大
臣

ヴ
ー
・
フ
イ
・
ホ
ア
ン
閣
下
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附
属
書
一

国
家
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
国
の
看
護
師
と
し
て
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
入
国
及
び
一
時

(1)
的
な
滞
在
を
１

の
規
定
に
基
づ
き
許
可
さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す

(a)

(a)

(e)

も
の
と
す
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
法
令
に
基
づ
い
て
登
録
さ
れ
た
、
資
格
を
有
す
る
看
護
師
で
あ
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
一
般
看
護
師
の
認
定

(a)
証
を
取
得
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
三
年
制
又
は
四
年
制
の
看
護
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で

あ
る
こ
と
。

少
な
く
と
も
二
年
間
ベ
ト
ナ
ム
の
一
般
看
護
師
と
し
て
の
実
務
経
験
（

に
規
定
す
る
看
護
の
課
程
を
修
了
し
た
後
の

(b)

(a)

九
箇
月
の
実
習
期
間
の
経
験
を
含
む
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

日
本
語
の
能
力
に
関
し
、
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

(c)

(i)

(ii)

日
本
語
能
力
試
験
（
以
下
「
Ｊ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
の
Ｎ
１
又
は
Ｎ
２
に
合
格
し
て
い
る
こ
と
。

(i)

Ｊ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
Ｎ
３
に
合
格
し
て
お
り
、
か
つ
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
管
理
す
る
日
本
語
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
て
い

(ii)
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る
こ
と
。

注
釈

こ
の

に
定
め
る
要
件
は
、
こ
の
取
極
に
基
づ
く
最
初
の
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
の
日
本
国
へ
の
入
国
の
日
の
五

(c)

年
後
に
、
日
本
国
政
府
に
よ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
と
の
協
議
の
後
見
直
さ
れ
、
必
要
な
場
合
に
は
変
更
さ
れ
る
。

に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
調
整
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
募
集
過
程
を
経
た
者
で
あ
る
こ
と
。

(d)

11
(b)
(i)

日
本
国
政
府
が
指
定
す
る
日
に
日
本
国
に
入
国
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

(e)
国
家
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
国
の
介
護
福
祉
士
と
し
て
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
入
国
及
び

(2)
一
時
的
な
滞
在
を
１

又
は
１

の
規
定
に
基
づ
き
許
可
さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る

(b)

(c)

(a)

(d)

要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
三
年
制
又
は
四
年
制
の
看
護
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

(a)

日
本
語
の
能
力
に
関
し
、
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

(b)

(i)

(ii)

Ｊ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
Ｎ
１
又
は
Ｎ
２
に
合
格
し
て
い
る
こ
と
。

(i)

Ｊ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
Ｎ
３
に
合
格
し
て
お
り
、
か
つ
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
管
理
す
る
日
本
語
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
て
い

(ii)
る
こ
と
。
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注
釈

こ
の

に
定
め
る
要
件
は
、
こ
の
取
極
に
基
づ
く
最
初
の
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
の
日
本
国
へ
の
入
国
の
日
の
五

(b)

年
後
に
、
日
本
国
政
府
に
よ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
と
の
協
議
の
後
見
直
さ
れ
、
必
要
な
場
合
に
は
変
更
さ
れ
る
。

に
規
定
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
調
整
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
募
集
過
程
を
経
た
者
で
あ
る
こ
と
。

(c)

11
(b)
(i)

日
本
国
政
府
が
指
定
す
る
日
に
日
本
国
に
入
国
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

(d)
注
釈

日
本
国
政
府
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
二
年
制
の
看
護
の
課
程
を
修
了
し
た
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
に
つ
い
て
、
ベ

ト
ナ
ム
政
府
が
介
護
に
関
す
る
追
加
的
な
研
修
の
課
程
を
導
入
し
、
か
つ
、
当
該
追
加
的
な
研
修
の
課
程
を
修
了
す

る
こ
と
が
日
本
国
に
お
い
て
日
本
国
の
介
護
福
祉
士
と
し
て
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
国
家
試
験
を
受
験
す
る
た

め
に
履
修
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
通
常
の
研
修
の
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
と
同
等
で
あ
る
と
日
本
国
政

府
が
認
め
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
ベ
ト
ナ
ム
の
自
然
人
に
対
し
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
す
る
可
能

性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
両
政
府
は
、
早
期
に
結
論
に
達
す
る
た
め
、
Ｊ
Ｖ
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
自
然
人

の
移
動
に
関
す
る
小
委
員
会
に
お
い
て
引
き
続
き
こ
の
問
題
に
関
す
る
討
議
を
行
う
。
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附
属
書
二

ベ
ト
ナ
ム
の
法
令
に
基
づ
く
看
護
師
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
６
の
規
定

に
基
づ
き
許
可
さ
れ
る
日
本
国
の
自
然
人
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

(a)

(e)

日
本
国
の
看
護
師
で
あ
り
、
か
つ
、
日
本
国
に
お
け
る
三
年
制
又
は
四
年
制
の
集
中
的
な
看
護
の
課
程
の
卒
業
証
書
を

(a)
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

少
な
く
と
も
二
年
間
日
本
国
の
看
護
師
と
し
て
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

(b)

ベ
ト
ナ
ム
の
保
健
大
臣
が
指
定
し
、
及
び
承
認
し
た
医
療
訓
練
機
関
が
発
行
す
る
ベ
ト
ナ
ム
語
の
能
力
に
つ
い
て
の
証

(c)
明
書
を
取
得
し
、
又
は
附
属
書
一

に
規
定
す
る
日
本
語
の
試
験
と
同
等
の
ベ
ト
ナ
ム
語
の
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ

(1)
(c)

る
こ
と
。

に
規
定
す
る
日
本
国
の
調
整
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
募
集
過
程
を
経
た
者
で
あ
る
こ
と
。

(d)

11
(a)
(ii)

ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
指
定
す
る
日
に
ベ
ト
ナ
ム
に
入
国
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

(e)
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（
ベ
ト
ナ
ム
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
二
千
十
二
年
四
月
十
七
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を

確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
大
臣
は
、
更
に
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
取
極
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
す
る
と
と
も
に
、

閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
合
意
が
こ
の
返
簡
の
日
付
の
日
の
後
六
十
日

目
の
日
に
効
力
を
生
じ
、
い
ず
れ
か
一
方
の
政
府
に
よ
る
書
面
に
よ
る
終
了
の
通
告
の
受
領
の
日
の
後
六
箇
月
が
経
過
す
る
時

ま
で
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。



19

二
千
十
二
年
四
月
十
八
日
に
ハ
ノ
イ
で

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

商
工
大
臣

ヴ
ー
・
フ
イ
・
ホ
ア
ン

日
本
国
外
務
大
臣

玄
葉
光
一
郎
閣
下


